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平成３１年４月定例教育委員会会議録 
 

１．開催日時   平成３１年４月２６日（金） １５時～１７時２３分 

２．開催場所   日野町役場 ２０１会議室 

３．出席委員   今宿綾子教育長、山田めぐみ教育長職務代理者 

髙橋政宏委員、谷 信代委員、西村吉弘委員 

４．出席事務局員 

  教育次長 ：望主 昭久 

学校教育課：参事 山添 美実  参事 柴田 和英 

生涯学習課：課長 吉澤 増穂  参事 加納 治夫 

図  書  館：館長 高浪 郁子 

子ども支援課：課長 宇田 達夫 

  

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

谷 委員 

 

高浪 館長 

 

谷 委員 

 

 

高浪 館長 

 

 

 

ただ今から日野町教育委員会定例会を開会します。 

 

（ごあいさつ） 

 

 それでは、本日の定例会議を議事日程に基づき進行します。 

 日程３の前回委員会の議事録の報告については、開催通知に同封い

たしました議事録のとおりであり、委員各位においてご覧いただき、 

異なるところがあれば事務局までご連絡をお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程４ 事業経過報告 質疑 

ただいまの経過報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

 

図書館のビブリオバトルは毎月開催されていますか。 

 

２か月に一度、偶数月に開催しています。 

 

この４名のうち、バトラーの方が今月３名というのは、毎回同じ方で

すか。 

 

何度もご参加いただいている方で、３名のうち１名は図書館の職員で

ございます。ですので、身内な感じで今回は開催して、ただ、ＰＲが遅

れたというのを反省点にしておりましたので、次回はもっと早くから連

絡等していきたいと思っております。 
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西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３点ほど、感想と発言をさせていただきたいと思います。 

 第１点は、４月１日の辞令交付式ならびに宣誓式でございますが、今

回、校長先生のご出席があって、よかったなと思います。あのように一

堂に会して、それぞれ新任の方また転入された方と、校長が全部揃って

おられるというのは、大変よかったと思います。これが第１点です。 

 ２点目は、４月１５日に県教育委員会が主催されました重点施策説明

会の感想ですけれども、従来に比べてわかりやすかったなと、私の感じ

はいたします。教育長また次長、お二方も代わられまして、それぞれが

簡潔に、その言わんとするところを埋められたなという感想で、非常に

私にとってはわかりやすかったということであります。 

 その場からのご意見で感じましたのは、野洲市の西村教育長が働き方

改革に対しましてご意見を述べられた。要は、現場はいろいろやらなく

てはならないことがたくさんあるわけですけれども、そうした課題に対

してもっと国は先生を増やしなさいと。そういった面での人を増やす、

また、ある面では量も加減して、減らすものは減らすということで、働

き方改革を推進しなきゃいかんということのご意見を述べられました。

私もそのとおりだというふうに思いまして、的確に意見を言っていただ

いたなと思います。 

 もう１つは、「学ぶ力」向上の中で「読み解く力」です。お隣の竜王の

甲津教育長さんがおっしゃっていましたけれども、単に読解力というだ

けではなくて、もっと多面的と言いますか、いろいろな状況を見ながら

総合的な判断をやっていく力だというようなことで、もっとその辺を周

知徹底していかないといかんというご意見を述べられたわけですけれ

ども、私もＡＩの時代ということで、ベストセラーになりました著書な

どでは、読解力が足りないということで、問われた問いが、それが言わ

ばきちんと理解できないというような状況があるということですね。そ

ういうことに対して言われたのだと思いますが、今回、読解力というの

が入ってきたことについては、よく現場でこなされて、きちんと子ども

たち身に付くように、それぞれこれからまた研究を深めてやっていただ

かないといけないという思いをいたしました。これが２点目です。 

３点目は、卒業式・入学式、それぞれ出席をさせていただきまして、

そこで教育委員会告辞というのを読ませていただきました。幼稚園の入

学式はそれでいいのですが、入学式の小学校についてですが、２つ意見

があります。保護者へのメッセージの部分、保護者へ訴える中身で、以

前には、子どもたちが一日の学校生活を終えて家に帰ってきた時には、
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望主 次長 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろなお話をしたいことがいっぱいあるだろうと。それをよく聞い

てやってくれというようなことが確かあったような気がするのですね、

数年前に。私の記憶違いでしょうか。そういうようなことが必要ではな

いかなと思うのですね。 

特に小学校に入学してきた子どもが、新しい生活を始めるわけですか

ら、「今日こういうことがあった」とか、親に訴えるとか、それを聞いて

やってくれということを、かつてそういうような文句があったかなと思

うのですが、なかったですかね、私の記憶違いかもわからんけど。 

もしもできれば、せっかく、教育委員会が学校の設置者としての公式

の場での直接訴えかける場ですので、できるだけ具体的に、言えるとこ

ろでは言った方が、家庭での教育とかいうこともありますから、やはり

言った方がいいのと違うかなという思いですね。 

なんか、私の記憶違いかな、前にそういうことが入っていたかな。そ

れは保護者へのメッセージで、できればそういうことを加えたらどうか

という意見が１つです。もう１つは教職員への言葉のところに、21 世

紀を担う子どもたち、「21世紀を担う」という言葉があったと思うので

すが、これは今から 20年余り前の時はよく使ったのですけれども、「21

世紀を目指して」とか、21世紀にふさわしいとか、今の時点で「21世

紀を担う」という言葉は、ちょっと適切でないというか、古いと思うの

です。「次の世代」とか、次の世代を担う子どもたちの成長のために先

生方のそうしたお力添えが必要だと、こういうふうにしたらどうかなと

思います。 

21 世紀にちょっと引っかかってたのです。表現として、ちょっとも

う時代遅れというか、ちょっと今の時代にはふさわしくないです。細か

いことでもないような気もするし、みんな聞いておられるのでね。とい

うようなことで、一応私の意見を申し述べさせていただきました。よろ

しくお願いします。 

 

今３点、西村委員さん、谷さんもご意見ありがとうございます。最後

に西村委員さんから、卒業式・入学式の告辞のことについて、私も必佐

小学校は教育委員さんが来られなかったので、告辞を読ませていただい

たので、ご意見をいただいたことはわかりました。またそのことにつき

ましては、時代に応じた適切な言葉・文言でメッセージを伝えることも

大事ですので、そのことにつきましては検討させていただいて、より適

切な言葉で、より身近な言葉で、子どもたちに訴えかけられるようなこ

とをまた考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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今宿 教育長 

 

山田 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

山添 参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加納 参事 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

 

４月２３日にふるさと絆支援員の委嘱式があったそうで、そこでお話

しされた内容を教えていただけたらなと思いますし、あともう１点、少

し前に中学校が学校支援員ボランティアさん募集という広告を配られ

たと思うのですけど、だいぶん困っておられるような感じを受けますけ

ど、２年前に長野県の下諏訪に研修に行かせてもらった時には、公民館

の連携がうまくいっていまして、うちもそのような公民館の力でこの支

援員さん、こういう得意な人がいらっしゃるよというのがご紹介できた

ら、やりやすくなるのかなと思うのですけれども、どうでしょうか。 

  

ふるさと絆支援員の方への委嘱式では、地域・学校協働活動推進事業

の概要について、まず説明させていただきました。ここに参加いただい

たのは、愛称で呼ばせていただいています絆支援員さんの方々と、各学

校の教頭先生方が集まっていただいたわけです。小学校では３年目、中

学校では２年目を終えて、こういう活動ができたというところで、絆支

援員さんも次の年に向かおうという意欲に燃えて、説明をうなずきなが

ら聞いていただきました。 

 その中で、学校から協力してほしいとかいうだけではなくて地域の

方々からの、こんなことをやりたい、こんなことに協力してみたいとい

う声が反映できたり、１年を振り返った時にアンケートを取って、みん

なの思いが吸い上げられました。子どもたちも地域の方々にいろいろ支

援してもらって、一緒に勉強ができたことを、とても感謝しているとい

うことが何かの発表の折に出るとかいうようなことで、様々経験をされ

た話をしていただきました。 

ワンステップアップして、３１年度取り組んでいきたいということもお

っしゃっていました。中学校では、１年間の事業の見通しを立て、今年

は主に町立図書館に協力いただいて、読書のところで学年テーマを持っ

て取り組んでいきたいと、とっても意欲的な話を聞かせていただきまし

た。私の方からは以上です。 

 

昨年度、公民館の主事さんとふるさと絆支援員さんの交流、意見交換

会を８月にさせていただきました。その時に公民館の中で活躍いただい

ている講師の先生で、地域の方を主にリストアップさせてもらって、情

報提供させてもらって、もし使っていただけるのでしたらどうぞ、公民
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高浪 館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田 委員 

 

 

 

 

今宿 委員長 

 

高浪 館長 

 

 

今宿 教育長 

館を通じて連絡を取らせてもらうようにということで、情報提供はさせ

ていただいています。 

 私の感想としては、学校の要望の中でふるさと絆支援員さんを通じて

地区の方をつなぐのと、公民館と、若干違う感じがしました。学校は学

校かなということで、長野県の事業は私はよく存じてないので、もうち

ょっと勉強させてもらって、もう少し公民館とのつながりもあるかなと

いうふうには思っております。 

 去年の交流会を起点に、毎月というか、学期ごとに１回寄ったらいい

のと違うかというようなことは、去年はできてなかったので、今年度は

日を決めて、学期の終わりぐらいに、今期の反省と次の学期についてと

いうことで、支援員さんの意見をお伺いしようということで、今我々も

入ってお話を聞いてということで計画をさせてもらっています。 

 

つい一昨日くらいに町田先生が見えまして、今年度こういう形でした

いということで紙を持って来られまして、１・２年生は毎週火曜日に読

み聞かせを朝の読書の時間でボランティアさんにしてほしいというよ

うなお考えのようで、ボランティアをやってくれる団体の方を紹介して

ほしいと。２年生は読み聞かせの時間のほかに、「ブックトーク」にチ

ャレンジしたいと思うので、誰か指導者を紹介してほしい。これは秋口

からやりたいということでした。３年生につきましては、秋口にビブリ

オバトルをしたいから、指導者を紹介してほしいと。その前に研修とか

いろいろ準備をしながらしたいと言っていただきましたので、急に来て

いただいたのでびっくりしながら、また教頭先生にもお話を伺いなが

ら、協力しながら進めていけたらなと思っております。 

 

ありがとうございます。意欲的な方向で向いているとお聞きしたの

で、安心しました。 

 あと、中学校も私が思っていたよりもいろいろ計画されていて、話が

聞いてなかったので、いい方向に向いていて、安心しました。 

 

ありがとうございます。 

 

中学校はつい今週に入ってからあったので、たぶんまだどなたもご存

じないと思います。 

 

何ができるか趣旨をしっかり理解してもらうということや積極的な
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谷 委員 

 

 

 

 

 

山添 参事 

 

 

 

 

 

谷 委員 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

山添 参事 

 

 

 

 

 

 

気持ちが大事です。この取り組みを始めた当初は、「ふるさと絆って、

何それ？」というような感じで周知できていないことが１年目はありま

したけれども、段々に皆さんも理解してくださるようになりました。 

定期的に公民館主事さんと交流したり情報交換したりして、そういう

中でできる事は見つかってくると思います。教材を開発・発掘したり、

人を探したり、人材育成したりしながら、子どもたちも学校も、また地

域もともに双方向で、どちらも元気、いい関係になればと思います。あ

りがとうございます。 

 

支援学級、小学校・中学校・幼稚園も順調にスタートを切ったようで、

ひとまず安堵しているのですけれども、特に必佐と南比の小学校では、

肢体不自由児学級が新しくできたと思います。４月から３週間ほど経っ

て、特に何か滞っているというか、問題になっていることはないのでし

ょうか。 

 

今、谷委員さんから出していただいた内容ですが、それぞれの担任の

先生が決まり、チーム体制をとっていただいて順調に進めていただいて

います。 

 進めていくうちに、こんなことが必要だなとかいうことも聞くかも知

れませんので、また対応していきたいと考えます。以上です。 

 

もう１つ、学校で働き方改革の一環で、朝の７時半から夜７時の間に

留守番電話に切り替えたことで、先生方はご負担がかなり軽減されたと

いうことはあるのでしょうか。 

 反対に、電話がこちらの役場の方にじゃんじゃん鳴っているとか。 

 

４月はどうかなと心配をしていたのですけれども、具体的にはどうで

したか。 

 

導入をした時に一番心配したのは、保護者の方がすぐに連絡をしたい

のだけれども、通じないので困るということがないだろうかということ

でした。お手紙の内容としては、子どもさんの命にかかわるようなこと

が起こった場合にはご連絡くださいと記述していますので、よく読んで

いただいて、対応していただいているのかなと思います。 

 教員に負担に関しましては、時間外の電話対応をするということで、

すぐに効果が上がったということはないかも知れませんが、導入によっ
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今宿 教育長 

 

谷 委員 

 

今宿 教育長 

 

 

山添 参事 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 委員長 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

谷 委員 

 

 

今宿 教育長 

 

山添 参事 

 

 

て働き方を見直すということで、いろいろ考えていきたいと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

クラブ活動を休みたいとか、そういうのはどうしたらいいのですか。 

 

学校とかクラブの中で誰かに言づけるなど整理したらどうだろうと

いう意見もありました。 

 

スクールメールというか、部活動でそのメールを活用されているとい

う話を聞かせてもらいました。あとは、土日とかは時間外になっている

ので、休むという場合はそのようなメールを使うとか、あとは教育長が

おっしゃったように、同じ部活の友だちに連絡するという形を学校の方

でとっていただていると思うのですが、教育委員さんにこんなことを聞

くのも何なんですが、何かお子さんが言っておられましたか。こんなこ

とを聞いたよとか。 

 

ラインでグループをつくって連絡し合うということについては、光と

影の部分があって、便利な面もありますが、トラブルの原因となること

もありましたので、学校ではライン連絡というのは現在はされていませ

ん。それ以外の方法について考えてもらっているところです。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２０号 

提案説明、以上でございます。ご質問、ご意見等ございましたらお願

いいたします。 

提案に説明に対しまして、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

職名のところの特別支援コーディネーターというのは、何かそういう

資格というのでしょうか、当たるのですか。 

 

どういう人なのかということですね。説明をお願いします。 

 

資格ということではなくて、分掌の名前ということです。仕事内容と

いうのは、特別支援の必要なお子さんの学習環境とか学習内容を、どの

ようなものがふさわしいかということを、関係機関と連携したりとか、
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谷 委員 

 

髙橋 委員 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

保護者さんの思いを学校とか関係機関とつなぐというような役割を主

に果たしていただいています。 

また特別支援コーディネーターについては学校に２名配置するとい

うふうになっております。 

 

ありがとうございました。わかりました。 

 

前回でしたか、その前の時にもお話をさせてもらったかと思います

が、これまでの就学指導委員会から支援委員会という名前に変えるとい

うところで、ずいぶん議論をさせてもらいました。支援という意味もこ

こにあがっておられる先生方各々の方、十分内容を承知していただいて

いると思うわけですが、この中で最終的にどの方がまとめる仕組みに今

はなっていますか。教えてください。 

 

会長と副会長を選出させていただきます。また、グループをつくりま

して、それぞれの適正な就学について、検査や、また直接、学校や園に

出向いての観察など、一定期間の中で様子を見させていただき総合し

て、対象の子どもさんお一人おひとりの様子と、その就学先についてま

とめていただきます。 

さらにそれを全体の場で協議をし、また各学校・幼稚園等先生からは

専門的な意見をいただき議論を通して、最終ふさわしい就学先について

答申を出していただくという、流れになります。 

 

ありがとうございました。 

 

ほか、よろしいでしょうか。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２１号 

質疑なし 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

日程５ 議第２２号 

以上、提案説明をさせていただきましたが、ご質問等ございましたら

お話いただきたいと思います。 
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髙橋 委員 

 

 

吉澤 課長 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

吉澤 課長 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉澤 課長 

 

 

 

 

今初めて「社会教育活動補助金交付要綱」を見せてもらった感じがす

るのですが、今回初めて出してもらったのですか。 

 

１枚目にも書かせていただいていますが、この補助金要綱につきまし

ては、平成１９年に制定をしております補助金要綱でございます。この

タイミングは、公民館の職員を地区雇用とした時期であり、新たにその

部分を含めた補助金要綱にして制定したものでございますので、以前か

らあったものでございます。 

 

だから初めて見るのですね。私は曖昧なんですが。 

 

すべての要綱を委員の皆様方にお出しするということはしておりま

せんので、その都度、改正等があった時にご覧いただいているという状

況でございます。前回は平成２６年４月に改正をしておりますので、そ

のタイミングより委員の就任があとの方につきましては、この部分を見

ていただいていることはなかったのかも知れません。 

 

追加ですが、実は私の地域の主事さんですね。というか、もともと行

政の中では公民館を運営にするにあたって、従前の町の雇用から地域で

物事をするための原動力になるというか、館長さんはおられますけれ

ど、実質の運転をしていただくための人材さんを、地域から出すという

概念で進めてこられたと思うのですが、今日に至る経過の中でなかなか

それが見つかりにくい、今後もそうかなと思ったりするのですが、西桜

谷の場合ですと、いろいろ途中の話は聞いているわけですけれど、最終

的には西桜谷公民館の場合は町雇用になったんですよね。ですから、そ

ういうことが、地区雇用でされているところは今どこになるのかな、あ

ると思うのですけれど、そういう地区雇用、それから町の職員さんとの

かかわりによって、初回教育活動補助金交付要綱の別表の積算していっ

た時の数字、これも今後はまた変わっていくということはあるのかなと

思いますが、どうですか。 

 

公民館の職員について、地区雇用に変わったという部分は、総合計画

の中で「公民館を核としたまちづくり」ということで、公民館にいろい

ろな力を発揮していただくために、地域の力を発揮していただくという

考え方によりすすめられたものです。 



-10- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

 

 

吉澤 課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

 

 

 

 

吉澤 課長 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

その後の経過の中で、公民館の主事、施設管理人について、地域雇用

がなかなか難しいなどの理由もありまして、町雇用に戻ってきていま

す。現在ですと、日野地区・東桜谷地区・西桜谷地区の公民館主事は町

雇用になってございます。施設管理人につきましても、日野公民館・東

桜谷公民館がこの４月からは町雇用になったところでございます。 

当然、その人件費に関わる公民館活動に対する補助金につきまして

も、一定の見直しはその都度していく必要があると考えておりますの

で、そのことについては十分考慮した中で、今後やっていきたいと考え

ております。 

 

せっかく見せていただいたので、教えてください。２枚目、必佐地区

が 1.5 人という数字になっていますが、この根拠はどこにあるのです

か。 

 

その次の行の※印にございますように、平成１８年度地区公民館の職

員数を基準とする。ということで、その当時の公民館活動での人の状況、

雇用の状況が、人口規模の大きい日野地区２名、そのほかについては１

名でございましたが、必佐地区につきましては地区雇用ではありました

が、人口規模的に日野に次いで大きな地区でございましたので、その方

の分について半分を町が負担していたという経過がございましたので、

ここについては 1.5人という表記でさせていただいているところでござ

います。 

 

今のお話によると、一番人口が多いのが日野、ほかは１人で、必佐が

次いで人数が多いので 1.5人にしているということの理屈は、住民が何

人とか、そういうのでいっておられるわけですか。 

これまでの経緯の中で、引き続いて踏襲しているということの方が強

いのですか。 

 

言い方として人口規模という言い方を申し上げたところでございま

すが、その当時の経過の中で、町として費用負担をしていた部分が 1.5

人分という状況でございましたので、引き継いだということの方が表現

として正しいと思いますので、訂正させていただきます。 

 

わかりました。 
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髙橋 委員 

 

今宿 教育長 

 

 

 

今宿 教育長 

 

ありがとうございます。ほか、ご質問はございませんでしょうか。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 報第５号 

以上、提案説明がございました。ご質問がございましたら、お出しい

ただきたいと思います。 

 

この方もいろいろご病気のようで、療養されて早く復帰されることを

願っているわけですが、定例教育委員会の中で、分限処分等々、いろい

ろなレベルがありますけれど、こういうふうに事細かにして、文字化し

て、そして出るということは、ホームページにあがるわけですよね。 

私はこれまでから思っているのですけれど、最終的には公開にあがる

わけですけれど、こういった職員の処分とか、こういう部分は口頭で言

ってもらうか、あるいは最終的には非公開にするとか、そういう教育委

員会の対応は、これは私だけの思いですけれど、そういう形は理屈に合

いませんか。 

 

ありがとうございます。個人のことということもございますが、教育

委員会はもともと公開ということで、申し込んでいただければ傍聴席を

設置させていただいて、傍聴もしていただくということですので、口頭

であれ何であれ、報告ということでは、公のところで知らしめるという

ことになりますので、基本的には、議会の方でも報告は報告でペーパー

で出しておりますので、同じような扱いということで私どもとしては考

えているところでございます。 

一日も早く復帰できればこういうことはないのですが、規定というこ

とでさせていただいているところでございますので、ご理解いただけれ

ばありがたいと思います。 

 

わかりました。 

 

ありがとうございます。 

 

日程６ 今後の予定 

 

以上、今後の予定の説明が終わりました。ご質問等ございましたらお

出しいただきたいと思います。 
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加納 委員 

 

 

 

髙橋 委員 

 

宇田 課長 

 

 

山添 参事 

 

 

 

 

今縷々説明いただきまして、ありがとうございました。思いつきみた

いなことでお聞きして申し訳ないですが、２つお聞きしたいのですけ

ど、１つ目は、最近、園児とか小学校とか中学校のＰＴＡ総会の出席率、

そのあたりはどのようなことでしょうか。あわせて、校長先生などが保

護者の方から質問とかいろいろあった場合に、お困りになるような質問

などはないでしょうか。これが１点目です。 

 ２点目は、先ほど私は生涯学習課の方で人権関係の日程のことをお聞

きしていたのですが、人権関係のことは町長部局になるので、この中に

は入ってこないわけですね。そういう理解の仕方でいいわけですね。 

 

人権の活動をさせてもらっているのですけれど、この表をつくったあ

とで代表者会の日程を決めてきたので、すみません、載せられていませ

ん。 

 

代表者会云々だけではなくて、地域で人権推進会議とかいろいろある

でしょう。これは、所轄は町長部局ですか。生涯学習課ですか。 

 

町の人権施策先般にわたっては企画振興課で対応しておりますが、人

権教育という分野につきましては、教育委員会が所掌した中で事務を行

っております。人権啓発推進協議会、人権啓発推進連絡協議会などの活

動については教育委員会の所掌によるものでございます。 

 

大きな事業、例えば研修会とか町の一般的な人権教育研修会とかいう

のは、この事業の中で載せさせてもらいますけれども、個々の小さな会

議とかについては載っては来ないので、大変申し訳ないなと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

幼稚園・子ども園の部分では、総会はほぼ 100％の出席率ということ

で、今聞いているところでは穏やかな感じでした。 

 

２３日に日野小学校と南比都佐小学校を終えたところです。学習参観

には子どもの様子を関心を持って見に来ていただいています。総会に関

しましては委任状を出していただくという形で成立していますが、委任

状の数もかなり増えているということです。 
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山添 参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷 委員 

 

 

保護者さんとしてはどんな感じですか。西大路は明日でしたね。南比

都佐は？ 

 

南比都佐小学校は、保護者さん皆さん熱心で、この間の参観日はほぼ

ご出席されていたように思います。質問というのは特に、皆さん、書類

をひたすらじっと熱心に見つめて、校長先生やＰＴＡ会長さんのお話を

熱心に聞いていらっしゃる。特に「質問ございませんか」についても、

手が挙がることは今回はほぼなかったですね。わりと 

 

参観のあと総会、それから学級懇談会という順番でするので、学級懇

談会はほとんど出てくださいます。総会の参加が少ないなという声もき

かれますが、いろいろな発信をしていく大事な機会と考えて皆さんに集

まっていただくよう、各学校いろいろ工夫していただいています。 

 

それはいいですね。私の経験では、総会が始まる前の１秒くらい前に、

保護者の方が手を挙げられまして、国家レベルの問題について校長とし

ての見識を問う、そういうことがあってちょっと困った時もあって、そ

ういう経験をしまして、そういうものがあるのかなと思いましたので、

お聞きしただけでございます。 

 

明日は西大路小学校の参観とＰＴＡの総会、振り替えをしてまで土曜

日に持ってきたというのは、何か理由があったのでしょうか。平日では

なく。 

 

西大路小学校に私も３年間おりましたので、その時の保護者さんの熱

い思いが、土曜日に開催されるというところに反映されているかなと思

います。私の印象では、西大路小学校の参加は、ご家族で来られるとい

うように思います。 

普段は学校に平日だと来られないお家の方も一緒に参加できるとい

うので、土曜日や祝日などを活用して、子どもたちの様子を地域も含め

て多くのみんなで見ていこうというような意図があったと聞いており、

今年も開催されると聞かせていただいています。 

 

では、今年だけではなくて、頻繁に、年によってはという感じですか。 

 



-14- 

 

山添 参事 

 

谷 委員 

 

山添 参事 

 

谷 委員 

 

西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

山添 参事 
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今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう５年以上、６年とかそれぐらい前からになると思います。 

 

ずっと土曜日開催ですか。 

 

土曜日や祝日を活用しておられます。 

 

ありがとうございます。 

 

ちょっと話題が変わるかもわからないのですけれども、マスコミ報道

ですけれども、文部科学省が昨年の秋に全国の小・中・高に放射線副読

本というのを学校を通じて児童生徒に渡されたと。これは日野も渡して

おられるということですね。 

昨日の新聞、今朝の新聞も２日にわたってこの件が報道されているの

ですけれども、今のところ特にそういう、保護者からの連絡とか、そう

いうことはありますか。 

 

今の西村委員さんのご質問ですけれども、特に質問というのはござい

ません。 

 

私も新聞報道だけではよくわからないこともありますので、できまし

たら副読本を、もしお手元にあればお借りして読ませていただきたいと

いうのが希望でございます。 

 

今持ってきますので、ご覧いただきたいと思います。 

「３０年９月 文部科学省」と書いてある国から届けられた副読本で

あります。東日本大震災のあと、放射線についての教育はどうかという

ことが話題になりましたので、それをきっかけにしてこのような副読本

が作成されています。 

１章と２章に分かれていまして、１章は「放射線とはどんなものか」

ということ、２章については「原子力発電所の事故と復興のあゆみ」と

いうタイトルです。その中には、避難している子どもたちがいじめに遭

ったりとか、そういうこともページを割いてあるものです。昨日の京都

新聞の記事では、被災者の思いが十分記述されていないということで、

配布したものを一旦回収して、再度使い方について検討すると野洲市教

育委員会の対応が報道されていました。町内の各学校の取り組みについ

ては、副読本の中で指導が必要ものについては、それに必要な教材をあ
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わせて補充していくという形を町では考えているところです。 

 

今日の京都新聞には、このことに対する山仲市長さんの見解が記事と

して出ていたということでございます。発端は議会の質問のようでござ

いますが、日野町においてもこの冊子に関する教育委員会としての見解

を聞かれるということもあるかもわかりませんし、こうして報道されま

すと、それなりにこういうふうに指導していくという基本的なところは

明確にしておく必要があるということですね。今おっしゃっていただき

ましたことで了解いただきました。 

 

22 ページくらいの内容の副読本ですので、まだまだ、いろいろな立

場の考え方など十分に書き込めてないところはもちろんあると思いま

す。国から送られてきたものですから配付をしましたが、使い方につい

ては必要なところは補充、補填をしながら「放射能教育」をすすめてい

く必要があると考えています。 

 

では、この本はお借りして読ませていただきます。 

 

今の副読本に関しては、私の記憶上でいくと、国から一番初めに出し

たものは全くダメで、回収されたのかな。そのあといろいろ議論があっ

て、もちろんそこには研究者が入って、私も現職の時にそういう会議に

も出たことがあるのですが、今のもの、小学生、要するにこの本は、放

射線というのはどういうものかということがあります。 

大きく言うと、国が出しているこういうものと、もう一つ民間の研究

団体が出しているものがあります。それは立場が違うのですね。書きぶ

りも違いますし。今言われているのは、自然界にも放射線はたくさんあ

ります。どこまでだったらよいとか、そういう議論は研究者団体から今、

学校現場・教育のレベルにようやく来つつあるのかなというところがあ

ります。ただ、これは福島の原発の問題に関わって、被災された皆さん

の思いとか、そういうものが少ないと言いますか、そういうところに軸

足を置いて書かれたものではないわけでありますので、たぶん、そこの

市ではそういう結論をされたのではなかろうかなと思います。 

小学生が読むにしましても、難しい。目に見えないものですし、これ

を読んでも、もっと、広い言い方をすると、10・11ページ、放射線被ば

くの早見表があるのですけど、簡単に言うと、教えてもらう学校の先生

にも一定の、例えば滋賀県だったら滋賀県教育委員会主催でこれの研修
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会とかがあるとよいのになと以前から思っていましたけれども、なかっ

たように私は思っています。なかなかそういうことを秀でてされる方が

ないと言いましょうか、難しいだろうなと思っています。 

 

大震災のあと、原発の事故や放射能が話題になりました。まずは放射

線というのは何かということを知るということは必要なことでありま

す。また被災者の方や子どもたちへの思いと関わり、復興への願いを根

底に持ちながら、日本で大変な事故が起こり、しっかりと復興していこ

うという取組みや願いを伝えていくことが必要であります。 

それにつきましては具体的な取り組みにについて、またお答えできた

らと思っております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程７ その他 

よろしいでしょうか。 

 

今聞き逃しました。教えてほしい点があるのですが、２番目の教育総

合会議は結局、６月２６日または２８日に組み込んでするということで

すね。わかりました。 

１番目のところ、ここによい表があって、去年もあったのだろうと思

うのですが、去年はお聞きしたかったのですけども、チャンスを逃しま

した。別に文句を言うわけではございません。事務局体制のところで、

職名の付け方と言いましょうか、教育次長さんは課長さんであって、次

長事務取扱、よくわかります。参事さんとかあるわけですが、古い話を

して申し訳ないのですが、私がここに置いていただいた次の時に指導主

事を１名置いていただきました。課長補佐とかいう名称は、市長部局と

か知事部局とか、そういう行政サイドの職名の付け方かなと以前から思

っていて、本町でもはじめは、この方は指導主事ですか。県費の。 

 

そうです。内容的には。 

 

ですね。私個人としては、指導主事とした方が、学校教育課はずいぶ

ん昔と比べたら充実していまして、非常にありがたいなと思っているの

ですけど、その指導主事とかいう、それはどういうふうにお考えですか、

今。 
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今宿 教育長 

 

 

 

吉澤 課長 

 

 

望主 次長 

 

仕事については、確かに指導主事ということでしていただいているの

ですが、役場の行政組織の中の職名の中に、課長であったり参事であっ

たり、そういうものがあるのですが、その職名が今ないので、そのこと

については山添先生についても指導主事・参事職ということで、役場の

行政組織の中の職名が参事ということで、ここはあくまでも職名でさせ

ていただいていますので、課長補佐級の山中先生、参事級の山添先生と

いうことでしております。所長という職名はあるのですが、教育指導主

事というのはないです。 

 

古い話で申し訳ないですけれど、私などがいた頃とは違うのですね。

ぶっちゃけたことを言うと、桜谷小学校の校長先生は、指導主事で入っ

ていただいたのですよ。それまでは指導主事はなかったので。 

 

北崎先生はどんな役職でしたか。 

 

あの時はたぶん、課長級と違ったのでは。 

 

３級と２級の違いだけでしょう？ 

 

北崎先生は２級でしたので、課長補佐ではないと思います。 

 

そうすると、それと合わないからか。 

 

管理職の職名に合わないので。教頭職は学校の管理職さん、校長先生

も学校の管理職さん、それが行政に来ると課長・参事・課長補佐と。 

北崎先生は２４年度くらいにいてくださったので。 

 

ここにあがるとしたら、もし武久先生なら主任となりますね。内容的

には、山中先生も山添先生も指導主事のようなことをしてくださってい

ます。 

 

山中先生も山添先生も町費、今、町の職員としての雇用になっていま

す。 

 

今は全部町費ですね。 
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望主 次長 

 

吉澤 課長 

 

 

髙橋 委員 

 

 

望主 次長 

 

髙橋 委員 

 

 

 

 

望主 次長 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 
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髙橋 委員 

 

 

今宿 教育長 

 

望主 次長 

 

 

今は町費の先生は何人おられますか。 

 

２人ですね。１９年から今の。 

 

町の職員でないので、カッコ書きでこちらに載っているという職員の

充て方ですね。 

 

もう１人だけ、どんなお仕事されているのかお聞きしたいのですが、

北川昌美先生、教育指導員、これは職名ですか。 

 

職名というか、今やっておられる業務の名前です。 

 

嘱託職員になりますよね。私が聞きたいのは、去年もそういう立場の

先生がおいでになりましたね。たぶん１年間でこうなる仕組みが取られ

ているのだろうと私は思っているのですけれども、どんなお仕事をされ

ているのですか。 

 

北川先生につきましては、町内の新任教員、若手教員、２～５年目ま

での教師の指導もされていますし、今年度につきましては適応指導教室

について担当していただこうと思っています。適応指導教室は再開とい

う位置づけでございますので、それを今年の後半には開けたらなと、そ

この担当をしていただこうと思っております。 

 

今、適応指導教室の話が出ましたが、過去にはありましたか。 

 

教育相談センターで赤尾先生が、相談業務と加えて指導もしてくださ

っていたことがあったのですけれども、 

 

それを明確にするために適応指導教室を今年は立ち上げられたわけ

ですか。 

 

そうです。 

 

予算の時も目玉事業みたいに言いましたが、70 万円という人件費だ

けです。 

 



-19- 

 

髙橋 委員 

 

望主 次長 

 

 

 

 

 

 

髙橋 委員 

 

望主 次長 

 

 

 

髙橋 委員 

 

今宿 教育長 

 

山添 参事 

 

 

 

 

 

山添 参事 

 

 

今宿 教育長 

 

髙橋 委員 

 

 

今宿 教育長 

 

髙橋 委員 

いや、形は大事ですからね。 

 

場所もまだ決まってない、陣容も決まってない。北川先生は来ていた

だいているのですが、個別に指導をしていただく、またそういう臨時の

方であるとか、教職員ＯＢの方とか、そのへんのところについてもしっ

かり組織立ててしないといけないところです。予算 70 万円では大見得

を切って再開とは言えないのですが、そういう体制を今後していきたい

ので、町として口開けということです。 

 

その教室はどこですか。 

 

まだ場所は決まってないです。これからです。どこが適切な場所なの

かを決めて、教育相談センターとも綿密に調整をしながらすすめていき

たい。 

 

わかりました。ありがとうございました。 

 

今後の予定について、山添参事より説明をお願いします。 

 

８月の定例教育委員会の日を決定させていただきたいのです。昨日、

第３採択地区協議会の事務局会をいたしまして、８月の定例教育委員会

で平成３２年度使用小学校教科書全部の採択を行っていただく日を、２

市２町が同日開催という取り決めをいたしておりまして、その日が８月

２３日（金）でよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

ブロックの初日が５月１６日です。２回目が８月１９日です。よろし

くお願いします。 

 

８月１９日は終日です。 

 

８月２３日はほぼこれで内定していますよというか、これでいきます

よと、来てくださいよと。 

 

前回は傍聴がありましたね。 

 

傍聴はあると思っておいた方がいいと思いますよ。 
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考えておく必要がありますね。よろしくお願いします。 

以上でございます。ほかに各課から連絡事項等ありませんでしょう

か。また委員さんから何かその他でございましたらお出しいただきたい

と思います。 

 

１つだけお聞きしたいと思います。たぶん、前年度の校園、小中学校

ともＰＴＡの方々も要望等々もあったかと思いますが、通学路の危険箇

所への対応などは、もう今年度進むような状態になっていますか。 

 

一昨日、県道の管理者、町道の管理者、農道の管理者、そして学校、

小学校については日野と必佐と西大路の小学校を警察の立ち会いで通

学路の安全点検ということを、アドバイザーも来ていただいていて、そ

のメンバーで危険箇所を確認もさせていただいています。毎年１回隔年

で、小学校をずっと回っていくというのと、ＰＴＡさんが日野小学校で

あったり南比都佐小学校・必佐小学校は、個別にＰＴＡさんから通学路

の改修要望などを頂戴して、それについてお答えをさせていただいてい

ます。中学校も同様です。 

そのことを受けまして、各県道なり町道なりの道路管理者へ、こうい

う要望が出ていますということで修繕要望などをさせていただいてい

ます。すべてがすべて、予算の関係でできることはないのですが、でき

る範囲の中で修繕等、補修工事をやっていただいています。警察につき

ましては公安委員会で、横断歩道や停止線であったり、そういう規制に

係る白線等についてはできる範囲で引いていただいているということ

です。それぞれに結果まではまとめておらないのですが、すべて聞いた

ことについては道路サイドの方に流して、警察にも流して、そして対応

していただいています。 

 

ありがとうございます。もう１点だけ、もう終わりますので。語弊の

ある言い方かもわかりませんが、今、日野町では、教育ではないわけで

すけれども、町として危機管理の問題が問われていると思うのですね。

新聞でも報道されていますけれども、あの事案を学校教育に置き換える

としたら、報道を読んだ時にこれは本当に、ああいうことは学校の行事

の中ではまずないと思いますけれど。 

 

民泊ですね。 
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そうそう、広い意味で危機管理の問題があると私は思っております。

やはり学校・園も含めまして、子どもを預かっているということですの

で、また適宜、我々も含めて危機管理の研修などもまた入れていただけ

るとありがたいかなと思います。我々も忘れがちになりますので、入れ

ていただけるとありがたいなと思っております。以上でございます。 

 

ちょうどこのタイミングで日野中学校の生徒も長崎の方で民泊、漁村

で体験をしているということで、プログラムはいったいどうなのかとい

うこともたぶん学校でいろいろ問題になりますので、今のことについて

はしっかり受け止めて、危機管理を含めてしていかないといけないと思

っておりますので、また校長会等も来月にありますので、その場でも協

議していかなければならないと思っておりますので、ありがとうござい

ます。 

 

詳しい全容はまだわからない状態ですけれども、一日も早い回復を祈

っております。 

このことを教訓として、活動をしている側として考えると、日野中学

校は長崎で民泊、漁業体験をさせてもらっています。あくまでも修学旅

行というのは学校が主体になりますので、民泊の中にそれぞれグループ

に分かれていろいろな活動をしているのですけれども、どのようなねら

いがあって、どのような活動を生徒たちはしているのか、授業の一環と

して何がされているのかということをきちんと学校は把握している必

要があります。その中で、危険なことや、本来のねらいにそわないもの

はしてはいけないことであります。 

 

一番いけないのは、その活動をわからないまま民泊の方に丸投げして

しまうということです。リピートするとついつい例年どおりお任せとい

うふうな感覚に陥ってしまいますので、もう一度気を引き締めて安全面

について考えていこうということで確認しました。でも本当に、怪我さ

れた生徒さんは一日も早く良くなられることを今は祈っているところ

です。 

 

ほかによろしいでしょうか。 

 

以上で定例会を終了させていただきます。 
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